令和８年度
自治会活動活性化交付金
交付申請事務手続きの手引
雲仙市　地域づくり推進課
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１　自治会活動活性化交付金制度
　雲仙市では、安全で安心して暮らせる、住みよい地域社会の実現に向けて、平成24年度に｢自治会活動活性化交付金制度｣を創設しました。

本制度は、自治会が問題解決のために、自治会全体で取り組み、自らの判断・創意工夫で行う地域活動や、｢市民協働のまちづくり｣を進める自治会に対して助成を行うものです。
２　昨年度からの主な変更点
・特になし
３　交付金の積算方法

　交付金の額は、次の表に定める区分毎に算出した額の合計額を上限とします。

（1）基本分
	区　分
	内　　　容

	世帯割
	自治会加入一般家庭世帯数(R8.4.1現在)　×　1,000円以内

	人口割
	自治会加入人口数(R8.4.1現在)　×　  500円以内

	集会所割
	前年度における自治集会所等の維持管理費の２分の１以内の額

（いずれも自治会が所有若しくは維持管理する施設を対象。）

※１００円未満の端数は、切り捨てるものとする。
維持管理費：
①水道代、②下水道料（グリーストラップの清掃費を含む）・汲取り料・浄化槽維持管理費（法定点検、浄化槽清掃費）、
③電気代、④ガス代、⑤暖房用として集会所で使用した灯油代、⑥電話基本料（消費税は除く）、⑦土地借上料（集会所分、駐車場代分）、⑧火災保険料（掛捨ての保険料）、⑨自治会の行事等で使用する公共公民館使用料(エアコン使用料含む。集会所を所有している自治会は除く。)、⑩シロアリ駆除・予防点検（上限３０万円）
※維持管理費に修繕料は含みません。

【間違いが多い事項】

①水道代に自治集会所以外の分（広場等）が含まれている。

③電気代に防犯灯の電気代が含まれている。

⑥電話基本料に基本料以外の通話料などが含まれている。

⑧火災保険料に掛捨以外の経費が含まれている。（長期共済の場合は、必要経費・損金対象額を記入してください。）

	活動割
	別表に掲げる活動の区分により、前年度の活動回数 × 基準額以内


（2）加算分
	項目
	算定基準

	防犯灯割
	今年の１月から交付金の交付を申請する月までに使用したいずれかの月の防犯灯の電気料金に１２を乗じた額の３分の２に相当する額以内を交付します。※１００円未満の端数は、切り捨てるものとします。

	敬老活動割
	自治会内において、前年度に記念品等の贈呈をされた高齢者（※）の人数に１，０００円を乗じた額以内を交付します。
ただし、令和７年９月１日現在で市内に住民票があり、年齢が７０歳以上となる人数を上限とします。
※前年度の３月３１日現在、雲仙市に住所を有する、当該年度に
７０歳以上の高齢者が対象です。


（別表）

　活動割の内容等

	活動の区分
	活動内容
	活動1回当たりの基準額

	スポーツ活動
	・運動会やバレーボール、ソフトボール等のスポーツ大会の開催等

・雲仙市スポーツ協会加盟競技団体等が主催するスポーツ大会への参加等
	1０,000円以内

	
	〔対象となる活動の具体例〕

自治会対抗のソフトボール大会、バレーボール大会、グラウンドゴルフ大会、自治会運動会など

（※市民運動会は、対象外）
	

	文化活動
	・伝統芸能活動等

・文化祭等のイベント開催等
	1０,000円以内

	
	〔対象となる活動の具体例〕

夏祭り、鬼火など、郷土芸能等の保存継承活動
	

	環境美化活動

	・道路河川清掃活動等
	1０,000円以内

	
	〔対象となる活動の具体例〕

ごみステーション清掃、分け兵衛ハウス清掃、道路清掃、河川清掃（道路河川課、農漁村整備課等からの補助を受けた活動を除く。）
家屋（煙霧）消毒、空き缶回収、除草作業など
	

	講演会等

の開催
	・スポーツ、文化、環境美化、保健福祉に関する講演会等の開催
	1０,000円以内

	
	〔対象となる活動の具体例〕

講師（警察官や栄養士など）を招いての講演会や勉強会・出前講座の開催
（※外部講師を呼ばない場合は、対象外）
	

	保健・
福祉増進活動
	・福祉課からの補助終了後、引き続き自治会全体で取り組む「ふれ愛・ささえ愛事業」
・福祉活動等への参加。
・敬老会の開催。
	1０,000円以内

	
	〔対象となる活動の具体例〕
　ころばんごとがんばらんば体操、いきいきサロン等
	

	防犯安全活動
	・防犯パトロール、夜回り、カーブミラー清掃等（防災に関するものは除く。）
	1０,000円以内


【活動割の注意事項】
① 自治会全体で取り組む活動が活動割の対象となります。

（班単位での活動や役員のみでの活動など自治会内の一部での活動は活動割の対象外）

（例）・こども会主催のラジオ体操やクリスマス会、老人会のみの活動は対象外となります。
② 国・県・市の補助金制度を活用し補助金等を受けた活動については、対象外となります。
③ 一日に複数の活動を実施しても、活動回数は１回とします。
（例）・道路清掃や河川清掃を同一日に実施した場合、道路清掃や鬼火を同一日に実施した場合なども、活動回数は１回とします。
・祭りの前日などの神社周辺清掃などは、祭りの一連と判断し、活動回数は１回とします。
④ 同じ活動を複数回実施しても、活動回数は１回とします。
（例）・道路清掃、夏祭り・秋祭り、ごみステーション清掃等を年間に複数回実施しても、活動回数は１回とします。

　⑤ 活動本番と事前の練習等一連の活動と判断し、活動回数は１回とします。

　⑥ 活動割の対象として数えられない活動（参考）

○総会・役員会・忘年会・新年会・自治会懇親会・公民館清掃など
〇避難訓練や自主防災活動
〇自主防災に関する講演会等の開催

○宗教的活動（お布施、お祓い、奉納、祈願祭、風除祭など）、政治的活動又は選挙活動、その他公序良俗に反する活動

○小中学校主催の運動会（ただし、地元自治会との共催等による運動会を除く。）

　○３頁の６つの活動区分に区分できない活動。（年祝い、親睦花見会など）
　
４　事務手続きの流れ
（１）申請書類の提出

　　下記の申請書類等を提出していただき、申請内容を審査します。

ア．提出書類

① 交付金交付申請書

② 交付金算出表（その１）
③ 交付金算出表（その２）
④ 支払金口座振込依頼書
⑤ 集会所暖房用の灯油代領収書（写し）（領収書に集会所用以外の灯油代が含まれる場合には、集会所用分の金額を記載してください。）

⑥ 防犯灯電気代領収書（写し）（令和８年１月～交付金の交付を申請する月までに使用した電気代の領収書のいずれか１箇月分）※１箇月分の領収書が複数ある場合には、同じ使用月のものを提出してください。
⑦ 火災保険の内訳が分かる書類（写し）（掛捨てとなる保険料が対象）

⑧ 自治会通帳の表紙と１枚開いたところの写し
⑨ シロアリ駆除・予防代の領収証・明細（写し）
※①～⑤については、記載例（８頁～1２頁）を参考にして記載ください。
※⑤、⑥、⑦、⑨の領収書（写し）について、請求書（写し）ではなく、領収書（写し）をご提出ください。過去に請求書（写し）又は請求書（写し）と通帳をご提出されていることがありました。

イ．提出先　各地区の総合支所地域振興課、吾妻地区は地域づくり推進課

ウ．提出期限（※説明会開催日から2週間以内）
・国見町　　　６月９日（火）
・瑞穂町　　　６月１１日（木）
・吾妻町　　　６月１１日（木）
・愛野町　　　６月２日（火）
・千々石町　　６月５日（金）
・小浜町　　　６月３日（水）
・南串山町　　６月１１日（木）
※期限内に提出されない場合、全自治会の交付決定及び支払が遅れますので期限内に提出願います。（全自治会の書類が揃ってから交付金額を決定し、お支払いします。）

（２）交付金額決定及び確定

　　交付申請後、市が提出書類を審査し交付金額を決定し、確定します。

交付金額の決定・確定後に、交付金額決定及び額の確定通知書を自治会長様へお送りします。
（３）交付金の振込

交付金は、支払金口座振込依頼書に記載いただいた自治会の口座へ８月に振込予定です。


　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　 

　　　　

　　　　　　　　


　　　　　　　　　

　　

　　　　　 　
　　　　

　　　　
　　　　
　　　　


５　参考（交付金の使途）

○雲仙市自治会活動活性化交付金交付要綱抜粋

（交付金の使途）
第５条　自治会は、第１条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる公益的活動等に交付金を充てなければならない。
（１）　住民同士の交流を促進するための活動
（２）　安全・安心な地域づくりを推進するための活動
（３）　保健・福祉の増進及び青少年の健全育成を図るための活動
（４）　環境の保全及び地域の美化に関する活動
（５）　教育・文化の振興を図るための活動
（６）　住民要望の把握及び自治会の活動等を周知するための活動
（７）　自治会が所有し、又は借り上げている集会所等の維持・管理
（８）　その他自治会運営に必要な活動
２　次に掲げる活動等は、自治会が行う公共的又は公益的な活動ではないことから、これらの活動に対し交付金を充てることはできない。
（１）　宗教的活動
（２）　政治的活動又は選挙活動
（３）　その他公序良俗に反する活動
令和８年
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①申請書類の提出





　　





①交付金交付申請書


②交付金算出表（その１）


③交付金算出表（その２）


④支払金口座振込依頼書


⑤集会所の暖房用の灯油代領収書（写し）


⑥防犯灯電気代領収書（写し）


⑦火災保険料の内訳が分かる資料（写し）


⑧自治会通帳の表紙と１枚開いたところの写し


⑨シロアリ駆除・予防代の領収書・明細（写し）
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②交付金額決定及び確定


　　





○交付金額決定及び額の確定通知書





③交付金の振込（8月予定）





８月





本交付金は、会計監査の対象となりますので、関係資料は５年間保存してください。








　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1-

